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特定施設『ふるさと舞松原』運営規程 
( 事業の目的及び運営の方針 ) 
第１条 

1. 株式会社阿部ケアーセンターが開設する指定特定施設入居者生活介護事業所及び、指定介護

予防特定施設入居者生活介護事業所 「ふるさと舞松原」関する事項を定め、施設の生活指導

員・介護職員・看護職員等の従業員（以下 「従業者」と いう）が入居者の心身機能の維持､

並びに入居者の家族の精神的及び身体的負担の軽減を図るために、入居者に対し適切な指定

特定施設入居者生活介護及び、指定介護予防特定施設入居者生活介護（以下「指定特定施設

入居者生活介護等」という。）を提供することを目的とする。 

2. 施設の従業者は要介護状態にある入居者が可能な限り､その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことが出来るように､入浴・排泄・食事等の介護その他必要な日常生活上の世話

及び機能訓練を行なう。 

3. 施設の運営に当たっては地域との結びつきを重視し関係市町村保険者・居宅支援事業者･そ

の他 保健･医療･福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り総合的なサービスの提

供に努めるものとする。 

 

( 従業者の職種、員数及び職務内容 ) 

 
第２条 施設に勤務する従業者の職種・員数及び職務内容は次のとおりとする。 

( 1 ) 管理者 ： １名 

管理者は、施設の運営を総合的に調整し、入居者本位のサービス提供が行われるよう施設の業務

を統括する。又、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等

を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとします。 

 

(２) 生活相談員 ： １名以上 

生活相談員は、入居者又はその家族からの日常生活全般にわたる相談に適切に応じるとともに、

必要な助言その他の援助を行うものとします。 

 

(３) 機能訓練指導員 ： １名 

機能訓練指導員は、入居者が日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能

維持訓練を担当します。 

 

(４)  計画作成担当者 ： １名 

介護支援専門員は、入居者の心身の状況等を踏まえて、特定施設等サービス計画を作成するもの

とします。 

 

(５) 介護職員・看護職員 ： １0 名以上 

介護職員・看護職員は指定特定施設入居者生活介護等の提供に当たると共に、常に入居者の健康

状態を把握し健康保持の為に必要な措置を講じる。 
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(６) 栄養士：１名 ・ 調理員： ( 適数 ) 

栄養士、調理員は入居者の栄養並びに身体の状況及び、嗜好を考慮しその者の自立支援に配慮す

る。 

 

(５) 事務員その他の従業員 ： 1 名以上 

事務員は入居者・事業者・従業者に対しての事務業務を行い、行事その他の介護補助を行う。 

 

( 入居定員及び居室定数 ) 
第３条 入居定員３０名、居室数２５室とする。 

フロア 
居室タイプ・室数 

計 定員 
A タイプ B タイプ C タイプ S タイプ 

４ F ７室 １室 ― ― ８室 ９名 

３ F ６室 １室 ― ― ７室 ８名 

２ F ７室 １室 １室 １室 １０室 １３名 

計 ２０室 ３室 １室 １室 ２５室 ３０名 

 

( 指定特定施設入居者生活介護等の内容及びその他費用の額 ) 
第４条 

1. 指定特定施設入居者生活介護等の内容は次の通りとし、指定特定施設入居者生活介護等を

提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定特定

施設入居者生活介護等が法令代理受領サービスである時は、その１割から３割の額とす

る。 

(1)入浴サービス (2)排 泄 (3)食 事 (4)日常動作生活訓練   

(5)相談・援助の生活指導 ・レクレーション (6)健康管理   

(7)その他自立への支援 

 
2. 事業所は前項の支払いを受ける額の他、次の各号に掲げる費用の額の支払いを入居者等か

ら受けるものとする。 

一  入居金 （年額、前払） 

フロア 
居室タイプ 

A タイプ B タイプ C タイプ Ｓタイプ 

４ F ８４０千 １３８０千 ― ― 

３ F ９６０千 １５８４千 ― ― 

２ F ７２０千 １１８８千 １２９６千 １８７２千 

二  月額使用料（一人／1 室使用）（税別） 

食費  ６万円 ・ 管理費  １１万円 

手厚い人員配置利用料 １９，８８８円（令和６年度） 

要支援・要介護者のみのサービス・金額は年度初めに見直し有 

三 空室利用短期利用料金（空室がある場合１日の料金、30 日を限度） 

食費 1,974 円 ・ 管理費 3,618 円 ・ 手厚い人員配置 654 円 
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■ 管理費１１万円（１日分 3,618 円）の使途 

・事務管理費 ・人件費 ・生活支援サービス人件費 

・共有設備維持管理保守費 ・水道 ・光熱費 

・健康管理費 ・環境整備費 ・備品使用料 

・消耗品費  ・レクレーション費（一部実費負担有）等々 

※ ご夫婦でご利用の際は別途料金となります。 

四 月額使用料については別途消費税が必要です。 

五 おむつ代等。 

六 指定特定施設入居者生活介護等であって、入居者の選定に関わるものの提供に伴い必要と

する範囲内において通常の指定特定施設入居者生活介護等サービスの費用基準額を超える

費用。 

七 前号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護等の提供において提供され便宜の

うち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させ

ることが適当と認められる費用。 

 

3. 事業所は前項の費用の支払いを受けた場合には、入居者またはその家族に対して事前に文

書で説明した上で､支払いに同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとする。 

 

( 施設の利用に当たっての留意事項 ) 

第５条 

1. 入居者は居室・共用施設・敷地を本来の用途に従って使用するものとする。 

2. 入居者はサービスの実施及び、安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、

事業所及び従業者が入居者の居室に立入り必要な措置をとることを認めるものとする。但

し、その場合事業者は入居者のプライバシー等の保護について十分な配慮をするものとす

る。 

3. 入居者が施設内の設備について故意又は重大な過失により滅失・破損汚損もしくは変更し

た場合は自己の費用により現状に復するか、又は相当の代価を払うものとする。 

4. 入居者の心身の状況により、特段の配慮が必要な場合には入居者と事業所との協議により

居室又は共用施設・設備の利用方法等を決定するものとする。 

 

( 緊急時等における対応方法 ) 

第６条 事業所でのサービスの提供を行っている時に入居者に病状の急変が生じた場合、その

他必要な場合は速やかに主治医の医師又はあらかじめ事業所が定めた協力医療機関へ

の連絡を行なうこととする。 

 

( 非常災害対策 ) 

第７条 

1. 施設は防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害

に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。 
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2. 指定特定施設入居者生活介護等の提供を行っている時に、非常災害が発生した場合は速や

かに避難等の処置を行なうこととする。 

 

（ 事故発生時の対応 ） 

第８条  

1. 施設は、指定特定施設入居者生活介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに入

居者の家族、介護支援専門員、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

2. 施設は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。 

 

（ 苦情処理等 ） 

第９条  

1. 施設は、指定特定施設入居者生活介護等の提供に係る入居者又はその家族からの苦情等に

迅速かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。 

2. 施設は、前項の苦情等の内容について記録するものとする。 

 

（ 虐待防止に関する事項 ） 

第１０条   

1. 施設は、入居者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。 

一 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

二 入居者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

三 その他虐待防止のために必要な措置 

2. 施設は、サービスの提供中に、従業者又は養護者（入居者の家族等高齢者を現に養護する

者）による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する

ものとする。 

 

（ 身体拘束等の原則禁止 ） 

第１１条 

1. 施設は、指定特定施設入居者生活介護等の提供にあたっては、入居者又は他の入居者の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動を

制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 

2. 施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、入居者又は家族に対し、身体拘束の内

容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。 

 

3. 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 
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（ 個人情報の保護 ） 

第１２条  

1. 入居者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省

が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

2. 施設が得た入居者又はその家族の個人情報については、施設の介護サービスの提供以外の

目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて入居者

又はその家族の同意を得るものとする。 

3. 施設は、従業者であった者に、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を保持させるた

め、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契

約に含めるものとする。 

 

（ その他運営に関する重要事項 ） 

第１３条  

1. 事業所は従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業

務体制を整備する。 

(1) 採用時研修( 採用後３ヶ月以内 )   

(2) 継続研修  ( 年２回 ) 

2. この規定に定める事項の他、運営に関する事項に関して株式会社阿部ケアーセンターと事

業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

付 則  この規定は平成１５年１１月１日より施行する。 

この規定は平成２１年１１月より改正。 

この規定は平成２４年７月より改正。 

この規定は平成２６年２月より改正。 

この規定は平成２６年６月より改正。 

この規定は平成２７年４月より改正。 

この規定は令和１年１１月より改正。 

この規定は令和２年１月より改正。 

この規定は令和３年１１月より改正。 

この規定は令和 5 年 4 月より改正。 

この規定は令和 5 年 7 月より改正。 

この規定は令和６年４月より改正。 
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特定施設入居者生活介護事業所 

介護予防特定施設入居者生活介護事業所 

 

『 ふるさと舞松原 』 
 

管理規定 
( Ｐ７ ～ Ｐ２１ ) 

 

目次 

 
1. 管理 ・ 運営組織 

2. 管理 ・ 運営業務 

3. 専用居室の設備及び利用 

4. 共有部分 ・ 共有施設及び共有設備の利用 

5. 利用できる各種サービス 

6. 費用及び使用料 

7. 運営懇談会 

8. 管理規程の改変 

 

別表Ⅰ  専用施設等の利用について 

別表Ⅱ  共有施設等の利用について 

別表Ⅲ-1 健康管理サービス 

別表Ⅲ-2 治療への協力サービス 

別表Ⅲ-3 食事サービス 

別表Ⅲ-4 生活相談 ・ 助言サービス 

別表Ⅲ-5 生活サービス 

別表Ⅲ-6 介護サービス等の一覧表 

別表Ⅳ  費用及び使用料一覧表 
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特定施設『ふるさと舞松原』管理規程 
 

この規程は特定施設『ふるさと舞松原』入居契約書（以下「入居契約書」といいます）第９条

に基づき定められたもので、株式会社阿部ケアーセンター及び入居者並びに来訪者（以下「入

居者等 」といいます。）がその適用をうけます。 

 

1. 管理・運営組織 

株式会社阿部ケアーセンターは特定施設入所者生活介護『ふるさと舞松原』の運営の為に

下記の部門を設置し、施設⾧の統括の下に施設スタッフが次の各部門を担当します。 

  〇 介護課  〇 看護課  〇 栄養課  〇 管理課 

 

2. 管理・運営業務 

株式会社阿部ケアーセンターは次の業務を行います。 

①  敷地及び共有部門・共有施設の維持・補修・管理・清掃・消毒に関する業務。 

②  専用居室及び, その備え付け設備について定期的点検 ・補修並びに取替え等に関する業務。 

③  各種サービス提供業務。 

④  防犯 ・防災に関する業務。 

⑤  広報 ・連絡及び渉外業務。 

 

3. 専用居室の設備及び利用 

入居者等は専用居室及びその備え付け設備など（以下「専用施設など」といいます）を別表

Ⅰ「専用施設などの使用について」に基づいてこれを使用します。 

 

4. 共用部分・共用施設 

及び共用設備の使用共用部分・共用施設及び共用設備（以下『共用施設など』といいます）

を別表Ⅱ「共用施設等の使用」に基づいてこれを使用するものとします。 

 

5. 利用できる各種サービス 

『ふるさと舞松原』は次のサービスを提供します。その具体的内容・有料無料の別及びサー

ビスの各内容については別表Ⅲー１～Ⅲ‐６のとおりです。 

①  健康管理サービス 

定期健康診断 ・ 健康相談など。 

②  治療への協力サービス 

施設協力医療機関への紹介・その他近隣の医療機関への相談の仲介入院・退院手続きなど

の介助 ・緊急時の対応。 

③  食事サービス 

日常食・医師の指導による食事提供（介護食・栄養食）・来客食提供など。 

④  生活相談・助言サービス 

個人の心配事などの相談サービス・財産管理及び運用などの助言サービス。 
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⑤  生活サービス 

家事全般に関するサービス・文化・余暇など、活動的生活サービス・生活利便に関するサー

ビス。 

⑥  介護・看護サービス 

施設内での介護・看護。夜間の介護 ・看護体制。介護 ・看護サービスとしての生活サービ

ス。 

 

6. 費用及び使用料 

(1) 有料サービスおよび物品販売にかかる料金については別表Ⅳ「費用及び使用料一覧表」によ

ります。 

 

(2) 管理費についての取り扱い 

① 管理費は「事務管理費」「水道・光熱費」「共有設備維持管理・保守料」等に充当します。 

② 管理費は入居契約後、入居可能日以降に入居していない場合及び⾧期不在の場合でも規定

の金額を支払うものとします。 

 

(3) 食費についての取り扱い 

① 月額利用料の食費は１日１人３食１ヶ月分の料金を指し、別表Ⅳ「費用及び使用料一覧表」 

に定める食事代よりキャンセル分を減額して精算するものとします。食事のキャンセルは前 

日１８時までに届出た場合に有効とします。 

② 日常の食事以外の、医師の指示などによる介護食・栄養食などは、その都度の内容により相

談させていただきます。 

 

(4) 入居者などが居室で使用する電話料は、これを供給する事業体の料金規程及び支払い方法に

従うものとします。また、料金の変更はこれを供給する事業体の変更に従うこととします。 

 

(5) 支払い方法 

費用及び使用料の支払いについては、原則として銀行口座からの自動振替とします。入居者

は特定施設『ふるさと舞松原』の指定する銀行に入居者（又は家族）名義の普通預金口座を

設け、その口座から翌月１８日（休業日の場合は翌営業日）に自動振替の方法により株式会

社阿部ケアーセンターの口座宛に支払うものとします。 

 

7. 運営懇談会 

(1) 入居契約書、第１０条に基づき運営懇談会を設置致します。 

(2) 運営懇談会の設置・運営については別に定める特定施設『ふるさと舞松原』運営懇談会細則

によるものとします。 

 

8. 管理規程の改変 

(1) この規程の改変については、運営懇談会の意見を聴くものとします。 
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《別表Ⅰ》（P.１/２）     専用施設などの利用について 
 

 説 明 ・ 注 意 事 項 

1. 居室の鍵 
･ 居室を出られる時は必要に応じ鍵をおかけください。 

･ 鍵はご自身の責任下で管理をお願いします。 

2. 金銭管理等 

･ 金銭・預金などの管理は入居者自身が行うことを原則とします。 

･ 但し、入居者本人・代理人（身元引受人）が特に施設に依頼した場

合又は、入居者本人が認知症などにより十分な判断能力を有せず、

金銭などの適切な管理が行えないと認められる場合であって代理人

（身元引受人）の承諾を得た時は、施設⾧の管理責任のもと事務室

で対応しますのでご相談ください。 

3. ベランダ 

･ ベランダは他の入居者のプライバシーに十分注意して使用してくだ

さい。避難経路として使用する場合がありますので、避難の障害と

なる物は置かないでください。 

4. テレビ・ラジオ 

等の音響機器の 

利用 

･ テレビ・ラジオなどの音響機器の利用（特に夜間）は他の入居者の

迷惑にならないようボリュームを落とすか、又はイヤホーン等を使

用してください。 

5. 修理・造作・模 

様替え 

･ 居室内の修理・造作模様替えを行いたい場合は、あらかじめ書面に

よりご相談ください。 

6. 外部から来訪者 

がある場合 

･ 正面玄関施錠時間に外部から来訪者がある場合は、予め事務室にお

知らせ下さい。外部からの来訪者が居室で宿泊される場合は予め書

面にて施設の了解を得て下さい。その場合の使用料は別に定めるも

のによります。 

7. 備え付け設備の 

修理・取替え 

･ 予め居室に備え付けられた設備は次のものです。 

１.エアコン ２.ミニキッチン ３.トイレ ４.ナースコール 

５.カーテン ６.介護用ベッド ７.寝具  ８.照明 

９.収納ﾜｺﾞﾝ 10.クローゼット 11.手摺  12.スプリンクラー 

13.火災探知機 

 

これらが破損・棄損した場合は個人負担となりますが、通常の使用に

よるものについては、施設負担で修理もしくはお取替えを致します。 
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《別表Ⅰ》（P.２/２） 

 

 説 明 ・ 注 意 事 項 

8. ⾧期不在中の 

居室保全  

･ 入院・旅行などの為に居室を４日以上不在とされる場合は、施設保

全の為、状況により入居者の同意を得ず職員が居室に出入りする事

があります。 

9. 緊急時の設備 

及び対応 

 

① 緊急連絡設備・緊急通報装置 

･ 事務所及びケアステーションに設置されています。健康上・防犯上

などの緊急時には『緊急用押しボタン』を押して通報してください。

通報があり次第、施設の職員が駆け付けて対応致します。 

 

② 消防設備・非常用照明 

･ 各居室及び共有施設部には火災時に反応する感知器・スプリンクラ

ーを設置し、各廊下には屋内消火散水栓を設置しており安全を期し

ております。感知器は火災の発生を感知して施設全体の防災装置を

作動させる設備です。スプリンクラーは火災の発生を感知して自動

的に散水する設備です。スプリンクラーヘッドに、物をぶつけて破

損すると散水しますので注意して下さい。 

 

･ 居室内には『保安灯』が設置されていますので停電時には非常灯と

して利用してください。その他、火災時の熱感知装置が設置してお

ります。 

 

③ 避難設備 

･ 屋外及び内部階段・外部階段を設置、非常時には職員が避難誘導致

します。状況によってベランダを使用して避難誘導致します。 

 

10. その他 

･ 居室に装備するカーテンは、防災の観点から難燃性の物を使用して

います。居室に持ち込まれる備品類は難燃性の物が望ましいです。

トイレは、トレイットペーパー以外の紙を使用すると配管が詰まる

恐れがあります。 当施設指定のトイレットペーパー以外のものを

ご利用の際は十分ご注意ください。 
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《別表Ⅱ》（P.１/２）     共用施設等の利用について 
 

項 目 利 用 時 間 利 用 方 法 等 

1Ｆ 事務室 9：00 ～ 17：30 

郵便物 ・宅配便等の発送及び預かり。来訪者の

受付チェック及び利用料等の問い合わせ。時間外

に事務員へ急ぎの連絡必要時は介護職員よりお取

次ぎ致します。 

1Ｆ 正面玄関 9：00 ～ 17：30 

時間外は施錠いたしますので、介護職員にお申し

出ください。インターホンは３Ｆステーションに

繋がります。 

3Ｆ食堂兼ラウンジ 

朝食  ８：００～ 

昼食１２：００～ 

夕食１７：５０～ 

食事の配膳・下膳は職員が行います。 病気加療の

為居室での食事を希望される場合は職員までご連

絡ください。外出・外泊等により食事をとられな

い場合は事務所まで、届出てください。 

(前日 18 時迄に届出を要します) 

応接室（事務室内） 9：00 ～ 17：30 各種相談の場としてご利用いただけます。 

4Ｆ 多目的室 9：00 ～ 17：30 

講演会及び各種集会・趣味活動・行事等にご使用

いただけます。 機能訓練・各種リハビリや多人数

の面会者対応、ケアカンファレンス等にも使用し

ます。使用希望の際は３Ｆステーションにお申し

出ください。 

入居（空室） － 

家族の方で宿泊を希望される場合、居室に余裕が

あれば使用可能です。リネン類および食事手配の

都合により宿泊の 3 日前までに事務室までお申し

出ください。 

 

使用予定のない日は通常、施錠いたしております。 

浴 室 入居者ごとに設定 

入居者ごとに使用時間を決めさせていただきま

す。予定時間には職員が入浴の案内および移送介

助を行います。 
※ 入居者状況に応じて使用時間の変動がございます。 
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《別表Ⅱ》（P.２/２） 

 

項 目 利 用 時 間 利 用 方 法 等 

エレベーター 常 時 
使用の都度、暗証番号の入力が必要です。 

使用方法は当施設職員にお尋ねください。 

緊急通報設備 常 時 
各居室及び、エレベーター・浴室・各トイレには緊

急呼出ボタンを設置しております。 

避難設備 非 常 時 

屋内・屋外に避難用階段を設置しており、非常時

には職員が避難誘導致します。状況によりベラン

ダを使用して避難誘導致しますので、避難の障害

となるものは置かないでください。尚、屋外階段

は非常時のみの利用とさせて頂きます。通常の階

間移動時はエレベーターをご使用ください。 

防災設備 非 常 時 

消防署への自動通報設備・館内非常放送設備によ

り早い対応を行います。各階廊下に火災通報装置

及び、各居室を含む全館各所にスプリンクラーを

設置しています。また、火災等により停電の際は

非常用照明及び誘導燈が点灯します。 

屋外ゴミ置き場 － 
職員によりゴミ収集を行います。 

通常は立入りをご遠慮ください。 

共用トイレ 随 時 

車椅子での使用を考慮したスペースを確保してい

ます。設置しておりますトイレットペーパー以外

の物を流されますと便器が詰る恐れがありますの

でご注意ください。 

屋上庭園 
随 時 

（ 日没まで ） 

好きな花を育てたり家庭菜園が出来ますので、ご

希望の方は事務室までお申し出ください。散歩等

の利用は明るい時間帯にお願いします。 
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《別表Ⅲ》          利用できる各種サービス 

 別表Ⅲ-1     健康管理サービス 

項 目 利 用 時 間 料 金 

定期健康診断 
･ 血液検査・レントゲン等の年２回の健康診断

を実施します。（任意） 
有 料 

健康管理 

･ 状態に応じ定期的に、看護師等により血圧・

体温・脈拍の測定を行います。 

･ 服薬等の管理を行います。（希望者） 

･ 体調に変化が見られる際は、かかりつけの医療

機関へ連絡を取り、迅速かつ適切な対処を致し

ます。 

無 料 

健康相談 

･ 体調・健康に関する相談は看護職員が担当し

ます。 

･ 症状によりかかりつけの医療機関または専門

医等の紹介受診手配を行います。 

無 料 

慢性疾患管理 
･ かかりつけ医療機関の医師の管理のもと看護

師が対応します。 

無 料 

( 医療材料は自己負担 ) 

( 注意 ) 協力医療機関以外の、入居前のかかりつけ医療機関・医師により継続して健康診断や診察を受けられること

は差し支えありません。緊急時などの状況により、入居者のかかりつけの医療機関・医師に健康状態について問い合

わせる事や、日常の健康状態等の情報を医師に公開することがありますので予めご了承下さい。 

 

 

 別表Ⅲ-2    治療への協力サービス  

項 目 利 用 時 間 料 金 

日常医療支援 

① 通院可能な場合は、入居者のかかりつけの医

師・施設の協力医療機関または専門医を紹介 
無  料 

② 入院治療が必要となった場合、入居者のかか

りつけ医師・協力医療機関等への入院の紹介 
無  料 

③ 協力医療機関への通院・入院・退院の付添

い・移送サービス 
無  料 

④ その他医療機関への通院・入院・退院の付添

い・移送 
有  料 

⑤ 通院 ・入院・退院に際し職員による事務手

続き代行 
有  料 

緊急時の対応 

･ 急に身体の具合が悪くなった場合は職員が的

確かつ迅速に応急処置をします。又、状況に

より医師と連絡をとり,協力医療機関などでの

救急医療が受けられるよう手配します。 

無  料 

( 消耗品等自己負担 ) 
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 別表Ⅲ-3      食事サービス  

項 目 利 用 時 間 料 金 

食事時間など 

  朝 食   ８：００より 

食事提供時刻   昼 食  １２：００より 

         夕 食  １７：５０より 

 

･ 外出などにより、食事時間に間に合わない場

合の取り置きは、食品衛生の見地より提供時

刻より２時間までと致します。 尚、食事を不

定期にキャンセルの場合は事前にご相談くだ

さい。 

･ 食費の支払いは月末締めで、当月のキャンセ

ル分を差し引いて請求致します。 

有  料 

（ 料金表参照 ） 

･ 生活習慣病など、栄養管理の必要な方には医師

の指示を受けて栄養食を提供致します。 

（ 別途有料分も有ります。 ） 

無  料 

( 食費に含む ) 

来客食 

･ お申し出により入居者様と同じメニューでご

用意できます（メニューの選択は出来ません） 

･ 来客日の３日前までに事務室にお申し出くだ

さい。 

有  料 

（ 料金表参照 ） 

居室内の食事 

･ 体調不良等により食堂での食事が困難な場合

に限り食事を居室までお届け致します。 

（ 下膳も含む ） 

無  料 

 

 別表Ⅲ-4     生活相談・助言サービス  

項 目 利 用 時 間 料 金 

日常生活に 

関する事項 

･ 日常生活における入居者の心配事や悩み等に 

はケアマネや生活相談員を中心にいつでも相 

談に応じますので、ご遠慮なくお声がけくだ 

さい。 
（例えば食事面・健康面・趣味・人間関係など…） 

無  料 

法律その他 

専門知識を 

要する事項 

･ 顧問弁護士及び税理士などへのご相談を手配 

します。 
実  費 

･ 財産管理や相続、後見制度などに関する相談 

には、施設が行政書士団体等をご紹介いたし 

ます。 

（専門家による相談料は実費負担となります） 

実  費 
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別表Ⅲ-5（P.１/２）     生活サービス  

項 目 利 用 時 間 料 金 

フロントサービス 

（事務室） 

･ 来訪者の受付・取次、不在時郵便物その他の配 

達物の受付・保管、タクシーの配車依頼・外線

電話の居室取次ぎ致します。 

･ 利用時間９：００～１７：３０。 その他の時

間帯（特に夜間帯）は３F ステーションにて対

応致します。 

無  料 

外部業者の取次ぎ 
･ 入居者の日常生活に必要な業者 

（クリーニング店・理美容店など） 

取 次 無 料 

( 要実費負担 ) 

代 行 
･ 買い物、振り込みなど。 

･ 家具移動、個人所有物の軽微な修理など。 

有  料 

( 要実費負担 ) 

書類作成などの援助 
･ 公的書類等の記入・作成の援助。 
（内容によりお引き受け出来兼ねる場合があります） 

有  料 

( 諸経費実費負担 ) 

居室清掃等 

【基本】 

週に 2 回、床･水回り等の清掃を行います。 
無  料 

ゴミの収集 （毎日） を行います。 無  料 

【基本】 

週に 1 回リネン交換を行います。 
無  料 

文化・余暇活動等 

･ 施設内で行われる諸行事のスケジュール内容

及び日常生活における諸連絡については掲示

板などによりお知らせします。 

･ 活動内容により、材料費等の負担を求める場

合があります。 

無  料 
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別表Ⅲ-5（P.２/２）     生活サービス  

項 目 利 用 時 間 料 金 

その他 

･ 葬儀・仏事については入居者・身元引き受け

人などとの相談により便宜をはかります。 

高齢者の共同住宅であることを考慮頂き, 慎重

な対応をお願いする場合がありますのでご了

承ください。 

無  料 

( 一部有料 ) 

･ 駐車場ご希望の方は事務所にお申し出くださ

い。（諸経費等は実費負担） 

 ※数に限りがございます。 

取 次 無 料 

 

【入院期間中の維持管理】 

居室および、厨房施設を含む共用施設の維持管

理費用が必要です。詳細は入居契約書を参照く

ださい。入院期間中、保全のため職員が居室へ

の出入りを行う場合があります。 

 

貴重品等は入居者様・ご家族様等の責任におい 

て管理されますようお願いします。 

 

入居契約書参照 
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別表Ⅲ-6（P.1/３）     生活サービス  

介護度 要支援１・２ 要介護１～３ 要介護４～５ 

介護を 

行う場所 
各居室 各居室 各居室 

 
介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

入浴の介助       

清 拭 
状態により 

実施 
― 

状態により 

実施 
― 

状態により 

実施 
― 

一般浴 
週 2 回 

一部介助 

(状態による) 

週３回以上 

の場合 

費用負担あり 

週 2 回 

一部介助 

(状態による) 

週３回以上 

の場合 

費用負担あり 

週 2 回 

全介助 

(状態による) 

週３回以上 

の場合 

費用負担あり 

排泄の介助       

排泄介助 
排泄の都度 

一部介助 
― 

排泄の都度 

一部介助 
― 

排泄の都度 

一部介助 
― 

オムツ類 

交換 

排泄の都度 

交換 

(状態による) 

― 

排泄の都度 

交換 

(状態による) 

― 

排泄の都度 

交換 

(状態による) 

― 

紙オムツ類 

消耗品 
― 

有料（販売） 

※持込不可 
― 

有料（販売） 

※持込不可 
― 

有料（販売） 

※持込不可 

食 事       

食事の介助 
食事の都度 

状態により 

一部介助 

― 

食事の都度 

状態により 

一部介助 

― 

食事の都度 

状態により 

一部全介助 

― 

家 事       

清 掃 週２回 
週３回以上 

の場合 

費用負担あり 

週２回 
週３回以上 

の場合 

費用負担あり 

週２回 

週３回以上 

の場合 

費用負担あり 

洗 濯 
外注洗濯 

の取次 

クリーニング 

実費 

外注洗濯 

の取次 

クリーニング 

実費 

外注洗濯 

の取次 

クリーニング 

実費 

シーツ交換 週１回 
週 2 回以上 

の場合    

費用負担あり 

週１回 
週 2 回以上 

の場合    

費用負担あり 

週１回 

週 2 回以上 

の場合    

費用負担あり 

衣類補修 ― 
軽作業に 

準ずる料金 
― 

軽作業に 

準ずる料金 
― 

軽作業に 

準ずる料金 
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別表Ⅲ-6（P.２/３）     生活サービス  

介護度 要支援１・２ 要介護１～３ 要介護４～５ 

介護を 

行う場所 
各居室 各居室 各居室 

 
介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

清潔保持       

洗 髪 必要な都度 ― 必要な都度 ― 必要な都度 ― 

髭剃り 必要な都度 ― 必要な都度 ― 必要な都度 ― 

口腔等 

の衛生 
必要な都度 ― 必要な都度 ― 必要な都度 ― 

身辺介助       

体位交換 必要な都度 ― 必要な都度 ― 必要な都度 ― 

移動介助 必要な都度 ― 必要な都度 ― 必要な都度 ― 

衣類の着脱 必要な都度 ― 必要な都度 ― 必要な都度 ― 

身だしなみ

介助 
必要な都度 ― 必要な都度 ― 必要な都度 ― 

機能訓練       

機能訓練 
身体状況に 

応じた訓練 
― 

身体状況に 

応じた訓練 
― 

身体状況に 

応じた訓練 
― 

巡 視       

昼 間 
9:00~18:00 

必要に応じて 
― 

9:00~18:00 

必要に応じて 
― 

9:00~18:00 

必要に応じて 
― 

夜 間 
18:30~9:30 

必要に応じて 
― 

18:30~9:30 

必要に応じて 
― 

18:30~9:30 

必要に応じて 
― 

緊急時対応       

ナースコール 24 時間対応 ― 24 時間対応 ― 24 時間対応 ― 

健康管理関連       

健康診断 ― 年 2 回(任意) － 年 2 回(任意) － 年 2 回(任意) 

健康相談 必要に応じて ― 必要に応じて ― 必要に応じて ― 

生活指導 必要に応じて ― 必要に応じて ― 必要に応じて ― 

医師の往診 必要時に手配 
費用は 

実費負担 
必要時に手配 

費用は 

実費負担 
必要時に手配 

費用は 

実費負担 

与薬管理 必要に応じて ― 必要に応じて ― 必要に応じて ― 

栄養相談 必要に応じて ― 必要に応じて ― 必要に応じて ― 

バイタル 

チェック 
必要に応じて ― 必要に応じて ― 必要に応じて ― 
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別表Ⅲ-6（P.３/３）     生活サービス  

介護度 要支援１・２ 要介護１～３ 要介護４～５ 

介護を 

行う場所 
各居室 各居室 各居室 

 
介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

介護保険給付 

月額利用料に 

含むサービス 

その都度徴収 

するサービス 

(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

食事関連       

居室 

配膳・下膳 

体調により

可能 
― 

体調により

可能 
― 

体調により

可能 
― 

特別食 

医師の指示に

よる介護職

（ 施設提供

の食事やおや

つに使用する 

トロミ剤も 

含む ） 

嗜好品等は 

個人負担と

し、それに使

用するトロミ

剤も個人負担 

医師の指示に

よる介護職

（ 施設提供

の食事やおや

つに使用する 

トロミ剤も 

含む ） 

嗜好品等は 

個人負担と

し、それに使

用するトロミ

剤も個人負担 

医師の指示に

よる介護職

（ 施設提供

の食事やおや

つに使用する 

トロミ剤も 

含む ） 

嗜好品等は 

個人負担と

し、それに使

用するトロミ

剤も個人負担 

水分補給 必要に応じて ― 必要に応じて ― 必要に応じて ― 

代行など       

買い物 週１回の代行 
左記以外は

別表Ⅳの 

料金 

週１回の代行 
左記以外は

別表Ⅳの 

料金 

週１回の代行 
左記以外は

別表Ⅳの 

料金 (指定日あり) (指定日あり) (指定日あり) 

役所手続き等 
介護認定・

更新関連の

手続き 

左記以外は

別表Ⅳの 

料金 

介護認定・

更新関連の

手続き 

左記以外は

別表Ⅳの 

料金 

介護認定・

更新関連の

手続き 

左記以外は

別表Ⅳの 

料金 

軽作業等 ― 

別表Ⅳの 

料金 
(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

― 

別表Ⅳの 

料金 
(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

― 

別表Ⅳの 

料金 
(有料ｻｰﾋﾞｽ） 

日用品費等

立替払い 
必要に応じて 

必要に応じ

て無料 
必要に応じて 

必要に応じ

て無料 
必要に応じて 

必要に応じ

て無料 

相談・助言 

・連絡 
必要に応じて 

内容により

実費負担 
必要に応じて 

内容により

実費負担 
必要に応じて 

内容により

実費負担 

移送介助等       

通院(入院) 

移送介助等

サービス 

協力医療機関 
左記以外は 

別表Ⅳの料金 
協力医療機関 

左記以外は 

別表Ⅳの料金 
協力医療機関 

左記以外は 

別表Ⅳの料金 

その他       

館内レクリ

エーション 
負担なし 

内容により 

費用負担有 
負担なし 

内容により 

費用負担有 
負担なし 

内容により 

費用負担有 

館外活動 負担なし 
内容により 

費用負担有 
負担なし 

内容により 

費用負担有 
負担なし 

内容により 

費用負担有 
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別表Ⅳ 費用および使用料一覧表       （下記料金には別途消費税が必要です。） 

項  目 時 間 帯  料 金 備  考 

付
添
・
代
行
料
金 

付添・代行料 

9：30～18：00 865 円/30 分 ※ JR・バス等の実費料金は別

途必要となります。 

※ 週 3 回以上の清掃や入浴介

助、私物洗濯を頼まれた場

合は左記の代行料金が必要

です。 

18：00～23：00 1,081 円/30 分 

23：00～翌 5：00 1,298 円/30 分 

5：00～ 9：30 1,081 円/30 分 

車両維持費  353 円/ｋｍ 
※ 高速料金・駐車場代の実費

料金は別途必要になります 
 

 入居者 外部の方 ① 外出等により食事をキャン

セルされた場合、月額基本

食事代より左記金額を差し

引きます。 

② ご家族・ご友人等の食事代

は「外部の方」欄に表示の

金額となります。 

食 

事 

代 

朝  食 ▲ ３５０円 ５００円 

昼  食 ▲ ５００円 ７５０円 

夕  食 ▲ ５００円 ７５０円 

お や つ １００円 １００円 別途注文にて承ります 

宿
泊 

ご家族の宿泊 

(3 食込み 1 泊料金） 
 ６，０００円 

空室の状況によりますので、 

事前にご相談ください。 

ご家族の宿泊 

(寝具のみ 貸出し） 
 ２，０００円 

 

販 

売 

物 

品 
等 
料 

金 

お 
む 
つ 

類 

テープ止めオムツ ４，８００円 
① おむつ類の販売は 1 パック包装単位になりま

す。 

② 料金には引取処分費用が含まれておりません。 

③ 料金は毎月の利用料と共に口座引落しいたしま

す。 

④ おむつ類の持ち込みはできません。 

⑤ 料金は業者納入価格変動等により予告無く変更

される場合があります。 

はくパンツ ３，０００円 

尿とりパット昼用 ２，８００円 

尿とりパット夜用 ２，４００円 

尿とりパット 

（パンツ用） 
１，０００円 

フラットタイプ １，５００円 

入  浴 ５００円 
※ 左記金額は基本入浴回数を超えて入浴される方

の料金です。要支援・要介護の方は介助の為、

別途付添料金が必要です。 

そ の 他 
個人使用にかかる費用は実費負担になります。 

（クリーニング・理美容・新聞・電話、ほか消耗品等） 
 

介護保険 ・自己負担 （下記は介護度別給付金の 1 割の金額です） 

介護度 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

負担金 \ 7,328 \ 11,901 \ 20,272 \ 22,629 \ 25,091 \ 27,378 \ 29,805 

※ 上記は３０日あたりの金額です。 

※ 介護保険法の改定により、負担金が変動することがあります。 

※ 協力医療機関連携加算・介護職員等処遇改善加算・サービス体制強化加算・夜間看護体制加

算が含まれています。 


